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1月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

１
３１
木木曜日曜日

御
代
田
町
独
自

子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す

　

町
で
は
、
子
育
て
家
庭
の
経
済

的
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た

め
、
幼
児
教
育
期
に
入
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
、
子
育

て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
１
月
に

「
御
代
田
町
子
育
て
応
援
金
支
給

申
請
書
」と
関
係
書
類
を
送
付
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
い
た
だ
き
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
対
象
に
な

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
書
が

送
ら
れ
て
こ
な
い
場
合
や
ご
不
明

な
点
な
ど
は
、
町
民
課
こ
ど
も
係

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ま
】

• 

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
で
御

代
田
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

• 

平
成
24
年
度
に
お
い
て
、
３
歳

に
達
す
る
お
子
さ
ま
で
あ
る
こ

と（
平
成
21
年
４
月
２
日
〜
平

成
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）。

滞
納
は
あ
な
た
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に

滞
納
は
あ
な
た
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
!!!!

【
支
給
金
額
・
回
数
】

一
人
あ
た
り
、
２
０
、０
０
０
円

一
回
の
み

【
申
請
・
支
給
方
法
】

　

手
当
の
受
給
に
は
、
対
象
と
な

る
子
ど
も
と
同
一
世
帯
で
、
こ
の

児
童
を
養
育
し
、
生
計
を
一
緒
に

し
て
い
る
主
た
る
保
護
者
が
、
町

に
対
し
て
申
請
を
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
方
法

　

 

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
な
ど

を
直
接
町
民
課
に
お
持
ち
い
た

だ
く
か
、
郵
送
で
町
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

○
支
払
方
法

　

 

町
が
申
請
者
か
ら
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
の
口
座
に
２
月
中
に

振
り
込
み
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
書
類（
必
ず
添
付
）】

• 

申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
の
写

し（
運
転
免
許
証
な
ど
）

• 

振
込
先
口
座
の
わ
か
る
通
帳
等

の
写
し（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し
な
ど
）

【
申
請
期
限
】

　

１
月
31
日（
木
）ま
で

※ 

申
請
期
間
が
短
い
の
で
、
忘
れ

ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
代
理
に
よ
る
申
請
】

　

 

代
理
人
と
し
て
申
請
で
き
る
の

は
、
従
た
る
保
護
者
で
す
。
そ

れ
以
外
の
方
で
代
理
申
請
が
で

き
る
次
の
方
は
、
委
任
状
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

• 

支
給
対
象
者
で
あ
る
保
護
者
と

同
じ
世
帯
構
成
員

• 

基
準
日
現
在
保
護
者
と
一
緒
に

居
住
し
、
生
計
を
同
一
に
し
て

い
る
外
国
人

【
注
意
事
項
】

• 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
指
定
す
る
場

合
、
旧
郵
便
局
の
口
座
に
振
り

込
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

事
前
に
郵
便
局
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

• 

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
辞
退
さ
れ
た

も
の
と
み
な
し
ま
す
。

• 

申
請
書
の
不
備
に
よ
り
振
込
不

　

平
成
24
年
度
の
各
税
目
納
期
限
も
国
保
税
を
残
し
、
12
月
で
終
わ
り
ま
し
た
。
納
め
忘
れ
が
な
い

か
も
う
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
未
納
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
滞
納

を
放
置
す
る
と
延
滞
金
な
ど
が
加
算
さ
れ
、
財
産
差
押
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
税
で
お
困
り
の
方
は
納
付
相
談
も
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
収
税
係（
内
線
41
・
73
）

能
等
で
支
給
が
で
き
ず
、
町
で

確
認
し
て
も
修
正
が
で
き
な
い

場
合
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た

も
の
と
み
な
し
ま
す
。

※ 

申
請
に
お
い
て
不
明
な
点
が

あ
っ
た
場
合
は
、
町
か
ら
お
問

い
合
わ
せ
を
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
や
、
申
請
の
代

行
を
す
る
こ
と
、
ま
た
手
数
料

の
振
り
込
み
な
ど
を
求
め
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
不

審
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

町
民
課
ま
た
は
、
警
察
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

 

そ
の
ほ
か
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
町
民
課
こ
ど
も
係

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
・
74
）

町営住宅使用料（１月分）国民健康保険税（８期分）

後期高齢者医療保険料（７期分） 上水道使用料（１月期分）
大口12月使用分

下水道使用料（１月期分）
大口12月使用分

介護保険料（７期分）

保育料（１月分）
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「
に
こ
に
こ
広
場
」

の
開
催
に
つ
い
て

楽
し
み
ま
せ
ん
か
！

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室
を
、

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
気
軽
に
楽
し
め
ま
す
。

ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
開
催
日
】

　

１
月
10
日
、17
日
、24
日
、31
日

　

２
月
７
日
、
14
日

　

毎
週
木
曜
日　

全
６
日

【
時　
　

間
】

　

午
後
７
時
30
分
〜
９
時
30
分

【
会　
　

場
】や
ま
ゆ
り
体
育
館

【
参
加
資
格
】

　

町
民
・
町
内
勤
務
の
方

【
持
ち
物
】

　

体
育
館
用
シ
ュ
ー
ズ
・
飲
み
物

【
参
加
費
】無
料

【
申
込
方
法
】

　

 

１
月
９
日（
水
）ま
で
に
Ｂ
＆
Ｇ

海
洋
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

【
主　
　

催
】

　

町
体
育
協
会
バ
レ
ー
部

※ 

２
月
17
日（
日
）に
開
催
し
ま
す
、

町
民
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大

会
に
参
加
す
る
チ
ー
ム
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
来
月

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

 

（
32
）６
１
１
４

　

未
就
学
児
の
ご
家
庭
の
皆
さ
ま

に
町
内
の
保
育
園
の
様
子
を
見
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
園
開
放
を
実

施
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
保
育
園
へ
遊
び
に
い

ら
し
て
く
だ
さ
い
。

【
開
催
日
・
内
容
】

　

１
月
10
日（
木
）「
作
っ
て
遊
ぼ
う
」

【
受
付
時
間
・
場
所
】

　

午
前
９
時
30
分
〜
45
分

　

や
ま
ゆ
り
・
雪
窓
各
保
育
園
の

正
面
玄
関
入
口

【
実
施
時
間
】

　

午
前
10
時
〜
11
時

　
（
時
間
に
な
る
ま
で
園
内
を
自

由
に
見
た
り
、
ホ
ー
ル
の
お
も

ち
ゃ
で
遊
ん
で
く
だ
さ
い
）

【
持
ち
物
】

• 

親
子
の
上
は
き（
お
子
さ
ま
は

靴
で
お
願
い
し
ま
す
）

•
帽
子

• 

飲
み
物（
お
茶
な
ど
甘
く
な
い

も
の
）

•
着
替
え

•
タ
オ
ル

問
い
合
わ
せ
先

や
ま
ゆ
り
保
育
園（
32
）２
４
３
６

雪
窓
保
育
園 

（
32
）４
１
６
６

中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

商
工
振
興
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

町
で
は
、
町
内
に
事
業
所
を
持

ち
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
へ
、
商
工
振
興
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
金
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
中
小
企
業
事
業
者
の
定
義
】

　

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
中
小

企
業
基
本
法
第
２
条
に
該
当
す
る

方（
工
場
に
あ
っ
て
は
、
常
時
雇

用
の
従
業
員
数
が
１
０
０
名
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
）

【
申
請
条
件
】

　

平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
、
別
表
に
該
当
す
る

新
設
ま
た
は
増
設
工
事
を
完
了
し

た
工
場
・
店
舗
で
あ
る
こ
と

【
補
助
の
内
容
】

　

支
払
っ
た
固
定
資
産
税
に
応
じ

て
、
下
表
の
と
お
り
３
年
間
に
渡

り
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

　

１
月
31
日（
木
）ま
で

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
）

参
加
者
募
集

町
民
ス
キ
ー
教
室

交付の条件
① 1,000万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を新設したとき。
② 　500万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を増設したとき。
交付対象 交付率
新たに固定資産税が課せられた年 翌年度に支払った固定資産税額の全額
上記の翌年（2年目） 翌年度に支払った固定資産税額の7割
上記の翌年（3年目） 翌年度に支払った固定資産税額の5割
※　1件の申請に対する年度の補助金の上限は100万円です。
※　購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

　

御
代
田
町
体
育
協
会
ス
キ
ー
部

で
は
、
町
民
ス
キ
ー
教
室
お
よ
び

ス
キ
ー
バ
ス
を
開
催
し
ま
す
。
小

学
生
以
上
の
町
民
の
方
で
し
た
ら
、

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

○
ス
キ
ー
教
室

【
期
日
】１
月
20
日（
日
）

【
場
所
】ス
キ
ー
ガ
ー
デ
ン
パ
ラ
ダ

【
集
合
】午
前
８
時
30
分

 

北
パ
ラ
ダ
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス

【
定
員
】小
学
生
以
上
30
名

【
参
加
費（
リ
フ
ト
代
込
み
）】

　

小
学
生　
　
　

４
、０
０
０
円

　

中
学
生
以
上　

５
、０
０
０
円

【
申
込
締
切
日
】

　

１
月
15
日（
月
）ま
で

○
ス
キ
ー
バ
ス

【
期
日
】２
月
17
日（
日
）

【
場
所
】菅
平
高
原（
予
定
）

【
集
合
】午
前
７
時
30
分

 

役
場
東
側
駐
車
場

【
定
員
】小
学
生
以
上
10
名

【
参
加
費（
リ
フ
ト
代
・
バ
ス
代
込
み
）】

　

小
学
生　
　
　

３
、
０
０
０
円

　

中
学
生
以
上　

７
、
５
０
０
円

※ 

別
途
保
証
金
１
、
０
０
０
円
を

徴
収
い
た
し
ま
す
。

【
申
込
締
切
日
】　

　

２
月
１
日（
金
）ま
で

※ 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
体
協
ス
キ
ー
部

（
税
務
課
資
産
税
係　

内
堀（
内
線
42
））

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり11月号月号


